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「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の
対応方針が示される～緊急対策の具体的取組及び検討内容が明らかに～ 

 

平成 28年 4月 7日、厚生労働省は通知「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策

について」の対応方針について」を都道府県・指定都市・中核市宛に発出しました。 

本通知は、本ニュース№15－29でお知らせした「待機児童解消に向けて緊急的に対応す

る施策について（平成 28年 3月 28日）」（以下「緊急対策」）について、市区町村で積極的

かつ早急に取り組みが図られるよう対応方針が示されたものです。 

今回示された具体的内容及び検討の方向性・予定について、以下抜粋してお知らせいた

します。全文は別添をご参照ください。 

「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について（抜粋） 

 

Ⅰ 子ども・子育て支援新制度施行後の実態把握の強化 

１．～４． 略 

５．保育コンシェルジュの設置促進 

夜間・休日などの時間外相談については、子ども・子育て支援交付金上の基準額に、「夜

間・休日加算」を新たに追加することとし、現行の基準額に（１か所あたり年額）1,873

千円加算する予定である。 

「基本型」：現行基準額 7,066千円 → 改正後基準額 8,939千円 

「特定型」：現行基準額 2,722千円 → 改正後基準額 4,595千円 

 

Ⅱ 規制の弾力化・人材確保等 

１． 略 

２．自治体が独自に支援する保育サービスの支援 

「認可化移行運営費支援事業」について、新たに、認可化移行期限（５年間）を緩和し、
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移行計画を作成した地方単独保育施設への運営費の一部支援（地方単独補助事業に上乗せ

して児童１人当たり概ね月 5,000円程度の運営費補助となる見込みを行い、結果として利

用者の保育料軽減につなげるとともに、改修費の補助を行う。 

３． 略 

４．小規模保育所等の卒園児の円滑移行 

利用調整や連携施設の設定への努力にも関わらず、卒園児の入所先が決まらない場合に

おいては、例外的に小規模保育事業等で３歳以降の継続入所を可能とする仕組みが講じら

れていることから、当該措置の活用も考慮いただきたい。 

その際、３歳未満児の受け入れ枠が確保されるよう、人員配置基準や面積基準を満たす

限りにおいて、定員超過の受け入れも積極的に活用いただきたい。具体的には、小規模保

育事業（Ａ型、Ｂ型）における定員は 19 人以下となっているが、定員弾力化により、22

人までの受け入れを可能とする予定である。 

５． 略 

６．定員超過入所の柔軟な実施 

連続する過去の２年度間常に利用定員を超えており、かつ各年度の年間平均在所率が

120％以上である場合に、３年目以降に公定価格が減額される取扱いについて、その期限延

長（現時点では「連続する過去の２年度間」を「連続する過去の５年度間」とする方向で

検討）を行う予定である。 

また、この措置は、現在待機児童が必ずしも多くない地域においても、待機児童対策と

して効果を有するものであることに鑑み、地域を限定せず行う予定であり、市区町村にお

いても、施設が柔軟に定員超過の取組が行えるよう配慮願いたい。（留意事項通知を改正予

定。） 

７．～13． 略 

 

Ⅲ 受け皿確保のための施設整備促進 

１．施設整備費支援の拡充 

① 資材費等の高騰などを踏まえた借地料への支援の強化 

資材費等の高騰などを踏まえ、保育所等整備交付金の「土地借料加算」について、工事

着工前の土地借料についても補助対象とするとともに、現行の基準額である 21,200 千円

から 42,400 千円に引き上げることとするので、積極的に活用いただきたい。 

また、定期借地権契約により土地を確保する場合については、「定期借地権設定のための

一時金の加算支援（仮称）」を新たに設定し、必要となる権利金や前払地代などの一時金

に対して、国税局長が定める路線価の２分の１相当額を補助することとするので、積極的

に活用いただきたい。 

② 小学校の空き教室等の活用 

小学校の空き教室、公営住宅、公民館、公有地等地域の余裕スペースを活用した保育所

等の整備を促進するため、保育所等整備交付金の「地域の余裕スペース活用促進加算」に

ついて、現行の基準額である標準 3,100 千円から 13,494 千円、都市部 3,400 千円から

14,844 千円に引き上げることとするので、積極的に活用いただきたい。 

 

２．改修費支援等の拡充 

① 地域のインフラ（空き家、空き教室など）を活用した一時預かりの推進など地域のイ
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ンフラ（空き家、空き教室など）を活用して、緊急的に待機児童の一時預かりを実施する

ため、保育対策総合支援事業費補助金の「保育環境改善等事業」に、新たに一時預かり事

業を実施するための改修費事業も補助対象とすることとし、１施設当たりの基準額を

32,000 千円とするので、積極的に活用いただきたい。 

② 改修費支援の拡充 

保育対策総合支援事業費補助金で実施している各種改修費等支援事業について、「保育所

等改修費等支援事業（仮称）」に一本化するとともに、現行の基準額を以下のとおり引き上

げることとする。なお、本事業においては、対象経費として賃料も含まれていることに留

意いただき、積極的に活用いただきたい。 

「賃貸物件による保育所改修費等支援事業」 

現行基準額 27,000千円 → 改正後基準額 32,000千円 

「小規模保育改修費等支援事業」 

現行基準額 22,000千円 → 改正後基準額 32,000千円 

「幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業」 

現行基準額 22,000千円 → 改正後基準額 32,000千円 

「認可化移行改修費等支援事業」 

現行基準額 32,000千円 → 改正後基準額 同額 

「家庭的保育改修費等支援事業」（保育所の場合） 

現行基準額 22,000千円 → 改正後基準額 32,000千円 

 

Ⅳ 既存事業の拡充・強化 

１． 略 

２．緊急的な一時預かり事業等の活用 

一般型、地域密着型による一時預かりについては、利用者負担割合について、現在事業

費の概ね２分の１として単価設定しているものを、概ね３分の１として単価設定し直し、

月額の保育料水準が概ね５万円程度にとどまるよう、国の補助単価を現行の３分の４とす

る見直しを行う予定である。 

訪問型についても、同様に国の補助単価を現行の３分の４とする見直しを行う予定であ

る。 

３．～４． 略 

 

Ⅴ 略                       文中、下線等全保協事務局記載 

 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律が公布され、併せて平成
28年 4月 1日から施行される主な内容等が通知される 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律の成立については、本ニュース№16-02でお知らせ

したところです。平成 28年 3月 31日付けで、同法の公布について通知（社援発 0331第

40号）されるとともに、本法律に係る平成 28年 4月 1日から施行される主な内容等につ

いても、併せて通知（社援発 0331第 41号）されました。 

別添の通りお送りいたしますので、ご参照ください。 


